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兵
庫
県

『
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
と
の
区
分
（
区
域
区
分
）

の
変
更
に
係
る
方
針
』
示
す

◆
区
域
区
分
の
変
更
の
基
本
的
な
考
え
方
◆

市
街
化
区
域
へ
の
編
入

→
⼟
地
利
⽤
の
動
向
や
都
市
基
盤
施
設
及
び
公
共
交
通
網
の
整
備
状
況
等
の
詳
細
な
検
討

を
⾏
い
、
計
画
的
な
市
街
化
を
図
る
上
で
特
に
必
要
な
場
合
に
⾏
う
も
の
と
し
、
編
入

す
る
区
域
は
市
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
既
に
市
街
地
形
成
が
あ

る
区
域
⼜
は
計
画
的
な
市
街
地
整
備
が
⾏
わ
れ
る
区
域
の
う
ち
、
事
業
の
妥
当
性
・
確

実
性
を
備
え
た
必
要
最
低
限
の
区
域
と
す
る
。

市
街
化
が
⾒
込
ま
れ
な
い
区
域
等
の
対
応

→
現
在
、
市
街
化
区
域
内
に
あ
っ
て
、
計
画
的
な
市
街
地
整
備
の
予
定
が
な
く
、
当
分
の

間
、
市
街
化
が
⾒
込
ま
れ
な
い
区
域
や
防
災
上
の
理
由
か
ら
都
市
活
動
に
適
さ
な
い
区

域
等
で
周
辺
市
街
地
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
区
域
に
つ
い
て
は
、
市
街
化
調
整
区
域
へ

の
編
入
に
努
め
る
。
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◆
三
田
市
の
区
域
区
分
⾒
直
し
の
考
え
方
◆
（
概
要
）

①
市
街
化
区
域
に
編
入
す
る
区
域
の
考
え
方

市
街
化
区
域
へ
の
編
入
は
、
土
地
利
用
の
動
向
や
都
市
基
盤
施
設
及
び
公
共
交
通

網
の
整
備
状
況
等
の
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
計
画
的
な
市
街
化
を
図
る
上
で
特
に
必

要
な
場
合
に
限
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

②
市
街
化
が
見
込
め
な
い
区
域
の
措
置

市
街
化
区
域
内
の
集
団
的
な
農
地
等
の
う
ち
、
都
市
防
災
、
都
市
環
境
等
の
観
点

か
ら
、
そ
の
機
能
を
保
全
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
周
辺
市
街
地
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
区
域
に
つ
い
て
市
街
化
調
整
区
域
へ
の
編
入
や
生
産
緑
地
地
区
等
と
し
て
の
指

定
に
努
め
る
。

③
境
界
調
整

区
域
区
分
の
境
界
調
整
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
道
路
、
河
川
等
の
地
形
、
地

物
を
基
本
と
し
、
地
形
、
地
物
が
変
更
さ
れ
区
域
境
界
が
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
箇

所
で
検
討
す
る
。
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◆
三
田
市
の
区
域
区
分
⾒
直
し
に
つ
い
て
◆

①
市
街
化
区
域
に
編
入
す
る
区
域
の
検
討

編
入
地
区
検
討
リ
ス
ト
や
市
街
化
区
域
連
た
ん
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
兵
庫
県
と
協
議
を
実
施
。

※
編
入
地
区
検
討
リ
ス
ト
：
住
民
か
ら
の
要
望
の
あ
る
区
域
等
の
市
街
化
区
域
へ
の
編
入
を
検
討
す
る
地
区

※
市
街
化
区
域
連
た
ん
リ
ス
ト
：市
街
化
区
域
に
隣
接
し
、
か
つ
、
自
然
・社
会
的
条
件
か
ら
市
街
化
区
域
と

一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
で
、
市
街

化
区
域
と
同
一
の
大
字
を
構
成
す
る
区
域
か
つ
お
お
む
ね
5
0
以
上
の
建

築
物
が
連
た
ん
し
て
い
る
地
域
の
う
ち
、
建
築
物
の
敷
地
が
5
0
ｍ
以
下
の

間
隔
で
5
0
以
上
連
た
ん
し
て
い
る
区
域

県
が
作
成
し
た
「
変
更
方
針
」
及
び
三
田
市
の
「
区
域
区
分
の
見
直
し
の
基
本
的
な
考
え
方
」
に

合
致
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
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◆
三
田
市
の
区
域
区
分
⾒
直
し
に
つ
い
て
◆

②
市
街
化
が
見
込
め
な
い
区
域
の
措
置

→
逆
線
引
き
（
市
街
化
区
域
か
ら
市
街
化
調
整
区
域
へ
の
編
入
）
検
討

未
整
備
地
区
検
討
リ
ス
ト
や
市
街
化
区
域
内
農
地
整
序
方
針
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
兵
庫
県
と

協
議
を
実
施
。

※
未
整
備
地
区
検
討
リ
ス
ト
：
一
団
の
区
域
の
面
積
が
５
h
a
以
上
あ
り
道
路
率
1
0
％
以
下
の
基
盤

施
設
等
が
脆
弱
な
未
整
備
地
区
。

整
備
が
完
了
し
た
河
川
区
域
や
開
発
事
業
の
際
に
設
け
ら
れ
た
市
街
化

調
整
区
域
に
隣
接
す
る
大
規
模
な
緑
地
等
の
逆
線
検
討
地
区
。

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
そ
の
他
の
溢
水
、
湛
水
、
津
波
、
高
潮
、
が
け

崩
れ
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
土
地
で
災
害
の
防
止
又

は
軽
減
す
る
た
め
の
整
備
が
見
込
ま
れ
な
い
地
区
。

※
市
街
化
区
域
内
農
地
整
序
方
針
リ
ス
ト
：市
街
化
区
域
内
に
お
け
る
２
h
a
以
上
の
集
団
農
地
。

県
が
作
成
し
た
「
変
更
方
針
」
及
び
三
田
市
の
「
区
域
区
分
の
見
直
し
の
基
本
的
な
考
え
方
」
に

合
致
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
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◆
三
田
市
の
区
域
区
分
⾒
直
し
に
つ
い
て
◆

③
境
界
調
整

境
界

と
し

て
い

る
地

形
地

物
が

移
動

、
撤

去
等

に
な

っ
た

箇
所

を
抽

出
す

る
。

該
当

の
区

域
な

し

①
、
②

、
③

の
検

討
結

果
を

受
け

て

⇒
第

９
回

の
区

域
区

分
の

見
直

し
・
・
・
三

田
市

は
変

更
箇

所
な

し
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今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

区
域
区
分

令
和
6年

11
月
7日

三
田
市
都
市
計
画
審
議
会
（
報
告
）

令
和
6年

度
中

県
あ
て
に
【
区
域
区
分
の
変
更
な
し
】
申
し
出

県
に
て

・
素
案
作
成

令
和
7年

度

県
に
て

・
説
明
会
・
公
聴
会
の
開
催

↓
・
県
の
⾒
直
し
原
案
の
作
成
（
7月

頃
）

↓
・
⾒
直
し
案
の
縦
覧
（
10
月
頃
）

↓
・
県
都
市
計
画
審
議
会
（
2月

頃
）

↓
・
決
定
告
示
（
3月

末
）
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